
主　　　　　　文
１　被告甲は，原告に対し，金３１１７万３８６９円及びこれに対する平成１２年５月２

８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２　原告の被告有限会社乙及び被告丙に対する請求並びに被告甲に対するその

余の請求を棄却する。
３　訴訟費用は，原告と被告甲との間においては，原告に生じた費用の４分の１を

被告甲の負担とし，その余は各自の負担とし，原告と被告有限会社乙及び被告
丙との間においては，全部原告の負担とする。

４　この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由

第１　請求
　被告らは，原告に対し，連帯して金３７１７万３８６９円及びこれに対する平成１２年４
月４日（訴状送達の日の翌日，但し被告甲につき同年５月２８日）から支払済みまで
年５分の割合による金員を支払え。

第２　事案の概要
　本件は，原告から被告らに対し，被告有限会社乙（以下「被告会社」という）に対す
る貸金につき，被告丙及び被告甲が連帯保証したとして，その支払を求めた事案で
ある。
　被告会社及び被告丙は，本件貸金の一部を認めたが，一部を否認した。
　被告甲は，公示送達による呼出しを受けたが，本件口頭弁論期日に出頭しない。

一　請求原因
１　原告は，次のとおり，被告会社に金員を貸し付け，被告丙及び被告甲が連帯保証

した。
　なお，貸金ＧないしＩを除き，被告会社及び被告丙につき，被告甲が代理（署名代
理権も含む）したものである。
　また，貸金Ｊ及び貸金Ｌを除き，記載金額の金員を貸し渡した。
　貸金Ｊ及び貸金Ｌについては，平成７年７月３０日ころ，原告と被告ら（被告会社及
び被告丙につき被告甲が代理した）との間で，今後原告が第三者からの借入金を
もって被告会社に貸付をする場合は第三者に対する利息も原告からの借入金とす
る旨約し，同約定（以下「みなし約定」という）に基づき，それぞれ第三者に対する
利息分を付加して貸付金額としたものである。
ａ　平成７年７月３０日金８０万円（同額面の被告会社振出の約束手形［甲５の１］を

担保として受領した）（以下「貸金Ａ」という）
ｂ　同年８月２９日金１００万円（同額面の被告会社振出の小切手［甲５の２］を担保

として受領した）（以下「貸金Ｂ」という）
ｃ　同年１１月６日金１４０万円（同額面の被告会社振出の約束手形［甲５の３］を担

保として受領した）（以下「貸金Ｃ」という）
ｄ　同年１２月１日金１００万円（同額面の被告会社振出の小切手［甲５の４］を担保

として受領した）（以下「貸金Ｄ」という）
ｅ　平成１０年５月１日金１００万円（以下「貸金Ｅ」という）
ｆ　同年６月２０日金２０万円（同額面の被告会社振出の小切手［甲５の５］を担保と

して受領した）（以下「貸金Ｆ」という）
ｇ　同年７月６日金５００万円（以下「貸金Ｇ」という）
ｈ　同月２４日金５００万円（以下「貸金Ｈ」という）
ｉ　同年８月１０日金５００万円（以下「貸金Ｉ」という）
ｊ　平成１１年１月４日金１５３万３３７５円（但し貸し渡した金員は１４５万円）（以下

「貸金Ｊ」という）
　貸金Ｊの原資は，原告が住友生命保険相互会社から自己の生命保険契約を
担保として借り入れたものであり，１年分の利息が８万３３７５円で，これを付加し
た金額である。

ｋ　同年４月２７日金２１０万円（同額面の被告会社振出の小切手［甲５の６］を担保
として受領した）（以下「貸金Ｋ」という）

ｌ　同年８月３日金１４９４万０４９４円（但し準消費貸借であるとともに，貸し渡したと
される金員は合計１２８８万円）（以下「貸金Ｌ」という）
　貸金Ｌの旧債権は次のとおりであり，原告所有の株券を担保として各質店に差
し入れた。
①　平成１０年１２月７日金１４０万円（春日井市の丁質店から原告が借り入れ

し，被告会社代理人被告甲に貸し渡した）



②　同月１０日金４４０万円（津島市の戊商店から原告が借り入れし，被告会社
代理人被告甲に貸し渡した）

③　平成１１年１月６日金１４０万円（名古屋市ｓ区の己質店から原告が借り入れ
し，被告会社代理人被告甲に貸し渡した）

④　同月２９日金１８３万円（津島市の戊商店から原告が借り入れし，被告会社
代理人被告甲に貸し渡した）

　そして，同年８月３日，被告会社代理人被告甲は，さらに借り入れを求めたの
で，原告は上記①ないし④を，上記戊商店からの借り入れに一本化してさらに借
り入れをし，戊商店から合計１２８８万円の借入金とし，借入金約３８０万円（原告
は具体的な手続を被告甲に委ねていたので，具体的な金額は不明）を被告会社
代理人被告甲に交付した。その後平成１２年３月３日までに，原告は戊商店から
の借入金を弁済したが，支払った利息は２０６万０４９４円であった。したがって，
同利息額を付加するものである。

２（表見代理－予備的に）
　原告は，各貸金（貸金ＧないしＩを除く）の際，被告甲に被告会社及び被告丙の代
理権があると信じた。
　被告甲は，当初の貸金の際から，原告に対し「被告会社は娘婿の被告丙が代表
者をしている。被告会社は一般貨物自動車運送事業等を目的としている。被告丙
は若いこともあって，代表者といっても運送業務に専念し，資金のやり繰りを含め
経理面及び陸運局に対する諸手続等の事務面は，全て被告甲が担当している。」
旨説明した。そして，被告甲は，原告に運転させて，何度となく陸運局や税理士事
務所に行った。また，貸金ＡないしＤ，Ｆ，Ｋの際には，被告甲が被告会社振出の約
束手形や小切手を持参し原告に交付した。
　よって，原告が被告甲に代理権があると信ずるについて正当の理由がある。ま
た，商法４２条，４３条の類推適用が成立する。

３（求償金－貸金Ｌにつき予備的に）
ａ　平成７年７月３０日ころ，被告甲及び被告丙は，原告に対し，今後原告が第三者

からの借入金をもって被告会社に貸付をする場合に，被告会社が原告に対し負
担する債務につき連帯保証する旨約した。

ｂ　被告会社は，平成１０年１２月から平成１１年１月にかけて，次のとおり，原告所
有の株券を担保（質入れ）として，被告甲名義で，各質店から金銭を借り入れ
た。
①　平成１０年１２月７日春日井市の丁質店から金１４０万円
②　同月１０日津島市の戊商店から金４４０万円
③　平成１１年１月６日名古屋市ｓ区ｔの己質店から金１４０万円
④　同月２９日津島市の戊商店から金１８３万円

ｃ　同年８月３日，被告会社は，更なる借入をするため，上記４口の借入を一本化
し，上記戊商店に，原告所有の株券３０通（一部は前記株券を流用）を質入れし
て，被告甲名義で，利息月額３８万６４００円の約定により金１２８８万円を借り換
えた。

ｄ　その後被告らは戊商店に対する返済ができず，原告は，同年１２月２２日から平
成１２年３月３日の間に，合計６回にわたり，上記借換債務元金１２８８万円及び
利息２０６万０４９４円，合計１４９４万０４９４円を戊商店に弁済し，上記株券３０
通を取り戻した。

ｅ　原告の戊商店に対する上記弁済は，物上保証人的地位に基づくものであるか
ら，民法３５１条の類推適用により，原告は被告会社に対する求償権を有する
（形式的には物上保証人ではないとしても同様の地位にある）。
　なお，同求償権も，被告会社の資金調達に由来するものであり，前記連帯保
証の範囲に含まれるものである。

４（使用貸借の返還債務不履行に基づく損害賠償請求権ー貸金Ｌにつき予備的に）
ａ　前項記載のとおり，原告は，質入れすることを了解して，被告会社に株券３０通

を貸与した。
　しかし，被告会社は，流質期限までに株券３０通を取り戻す資金を準備でき
ず，原告において自ら戊商店に弁済しなければならなかった。
　したがって，原告は，使用貸借契約における被告会社の目的物返還債務不履
行に基づく損害賠償請求として，前記１４９４万０４９４円の支払を求める。

ｂ　なお，同損害賠償請求権も，被告会社の資金調達に由来するものであり，前記
連帯保証の範囲に含まれるものである。



５　よって，原告は，被告らに対し，本件金銭消費貸借契約（予備的に求償請求権な
いし損害賠償請求権）及び連帯保証契約に基づき，連帯して金３７１７万３８６９円
（一部弁済後）及びこれに対する弁済期後であり本件訴状送達の日の翌日である
平成１２年４月４日（但し被告甲につき同年５月２８日）から支払済みまで民法所定
の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二　請求原因に対する認否（被告会社及び被告丙）
１　請求原因１のうち，貸金ＧないしＩにつき認める。

　請求原因１のその余の貸金は，被告甲が勝手にしたものであり，被告会社の借
入，被告丙の連帯保証を否認する。被告会社及び被告丙は被告甲に代理権を授
与していない。
　但し，貸金ＡないしＤ，Ｆ，Ｋにつき被告会社は追認し，被告丙はその分につき連
帯保証した。
　なお，みなし約定の事実を否認する。被告会社，被告丙の被告甲への代理権授
与も否認する。

２　請求原因２の主張は争う。
　被告会社の経理面，陸運局の手続は被告丙がしていた。その余の事務を被告甲
がしていたとしても，事実的な事務面を代表者がすべてしている会社はなく，事実
上事務作業をしているからといって，会社の代理権があるとか，商法４２条，４３条
の類推適用があるとか言えるものではない。
　被告会社においては，車両購入費用，多額の修理費以外は，約束手形を振り出
してはおらず，また，支払は銀行振り込みによりしているので，被告甲が約束手形
や小切手を振り出す権限も必要性もなかった。
　また，仮に原告が代理権があると信じたにしても，重大な過失が存した。すなわ
ち，原告は，被告甲に約３０００万円の貸付をしており，その返済はほとんどされて
いなかった。被告甲個人の借入の使途につき合理的な事情はなく，同被告が派手
な浪費生活をしていたことは明らかな状況であって，被告会社の資金繰りといった
説明も非常に疑わしいことが原告において容易に判明する状態であったものであ
る。

３　請求原因３のうち，被告会社及び被告丙の行為を否認し，主張は争う。
４　請求原因４のうち，被告会社及び被告丙の行為を否認し，主張は争う。

三　抗弁（弁済及び和解契約）（被告会社及び被告丙）
１　平成１１年９月３０日，被告丙は，原告から緊急に２００万円を返してほしいとの申

し出により，２００万円を返済した。
２　同年１０月１７日ころ，もしくは同年１１月末ころまでの間に，被告会社及び被告丙

と原告との間で，次の内容の和解契約が成立した。
ａ　被告会社及び被告丙は原告に対し，総額２１５０万円を，平成１１年１１月から毎

月末日限り３０万円宛て分割して支払う。
ｂ　原告は被告会社及び被告丙に対し，その余の請求を放棄する。

３　被告会社及び被告丙は，同和解に基づき，平成１１年１１月から平成１３年１２月
までの間に，原告に対し，各３０万円ずつ合計７８０万円を返済した。

四　抗弁に対する認否
１　抗弁１の事実を認めるが，本訴請求債権に対する弁済ではない（再抗弁記載のと

おり）。
２　抗弁２の事実を否認する。
３　抗弁３の事実を認める。

五　再抗弁
　平成１１年５月２１日，原告は，被告会社代理人被告甲に対し，２００万円を貸し渡し
た。被告甲の説明では，銀行から融資を受けるために被告会社の帳簿をきれいにす
る必要があるとのことであり，原告は実姉庚から融資を受けて被告会社に貸したもの
である。
　同年９月中旬に，被告甲が出奔したので，原告は被告丙に上記貸金を説明し，早急
に庚に返済の必要がある旨求め，返済を受けたものである。

六　再抗弁に対する認否（被告会社及び被告丙）
　再抗弁のうち，被告会社が２００万円を借り受けたことを否認する。被告甲が借り受
けたかどうかは知らない。
　本訴請求債権の一部として被告丙が返済したものである。

第３　当裁判所の判断
一　まず，被告甲に対する請求について判断する。



　被告甲は，公示送達による呼出しを受けたが，本件口頭弁論期日に出頭しない。
　本件全証拠によれば，被告甲は，本訴請求貸金債権すべてにつき，連帯保証人な
いし本人として，債務を負担したことを認めることができる。
　そして，弁論の全趣旨によれば，減縮された本訴請求額から被告丙ないし被告会
社から６００万円が弁済されたことを認めるから，被告甲に対する請求は，金３１１７万
３８６９円及びこれに対する平成１２年５月２８日から支払済みまで年５分の割合によ
る金員の支払を求める限度で理由がある。

二　次いで，被告会社及び被告丙に対する請求について判断する。
　請求原因１について検討する。
　請求原因１のうち，貸金ＧないしＩについては，当事者間に争いがない。また，貸金Ａ
ないしＤ，Ｆ，Ｋについては，その後被告会社が同貸金を追認し，被告丙は連帯保証し
た旨を同被告らは自認する。
　請求原因１のその余の点につき判断するに，証拠（甲１，２，３の１ないし３０，６，７
の１ないし６，２２，原告）によれば，被告甲から，被告会社の借入であり，被告甲及び
被告丙が連帯保証するからと言われて，原告が被告甲に貸金Ｅ，Ｊ，及びＬを貸したこ
と，時期は別にして，被告甲は原告にみなし約定を約したことを認めることができる。
　しかしながら，本件全証拠を精査しても，その際，被告甲が被告会社及び被告丙か
ら代理権を与えられていたことを認めるに足りる証拠はない。

三　請求原因２（表見代理）について判断する。
　当事者間に争いのない事実に証拠（甲１，２，３の１ないし３０，４，５の１ないし６，
６，７の１ないし６，８の１・２，９，１０，１１の１ないし３，１２，２２，２３，乙３，５，証人
戊，原告，被告丙）を総合すれば，次の事実が認められる。
１　被告丙は，昭和６１年ころから「丙商店」の屋号で運送業を営んでいたが，平成５

年６月法人化して被告会社を設立し，代表取締役となった。取締役は妻の辛，監査
役を辛の母である被告甲とした。
　被告丙は，妻辛と春日井市ｕ町のマンションを賃借して生活していたが，昭和６２
年１０月に被告甲夫婦（辛の父母）が借金のため名古屋市ｖ区の自宅を売却し，被
告丙夫婦と同一マンションの他の部屋に引っ越してきた。
　その後平成元年５月，被告丙一家は春日井市ｗ町のｘマンションに転居したが，
その間被告丙夫婦に２人の子供ができたこともあり，被告甲らもｘマンションに入り
びたるようになった。
　被告丙は，運送業の事務的作業を妻の辛にさせていたが，平成元年ころから辛
は被告甲に同作業を代わってもらっていた。平成５年に法人化した際，被告会社は
被告甲をパート従業員とし，月額８万円の給料を支払う形とした。

２　昭和６２，３年ころ，原告は，被告甲と知り合い，一緒に旅行や食事に行くなど親し
くなり，平成１１年ころまで，原告は被告甲とほとんど毎日のように会ったり電話した
りしており，同被告の運転手代わりに用事に付き合っていた。
　被告甲は原告に「被告会社は私と被告丙とが中心になってしており，私は経理及
び事務全般を担当している。被告丙は若く，運送業務に専念している。」と話してお
り，被告会社の印鑑を常に所持していた。原告は，時々被告甲を労働基準局，陸
運事務所，税理士事務所，銀行等へ運転して連れて行った。
　原告は，被告甲に頼まれ，金を貸したり，丸栄の外商カードを貸したりしていた。

３　平成７年７月３０日ころ，原告は，被告甲から「被告会社に金を貸してほしい。私と
被告丙が連帯保証するので，迷惑はかけない。」と依頼され，８０万円を貸し渡し
た。そのとき，被告甲は，被告会社振出の額面８０万円の約束手形を担保として原
告に交付した（貸金Ａ）。

４　その後も同様に，同年８月２９日に１００万円（貸金Ｂ），同年１１月６日に１４０万円
（貸金Ｃ），同年１２月１日に１００万円（貸金Ｄ）を，被告会社振出の同額の約束手
形あるいは小切手を担保として，原告は被告甲に貸し渡した。

５　平成１０年５月１日，原告は，被告甲から「被告会社は平成１１年４月末までに県
保証から融資を受けられるので，それまでに返す。」と言われ，１００万円を同被告
に貸し渡した（貸金Ｅ）。

６　同年６月２０日，原告は，従前同様に，２０万円（貸金Ｆ）を，被告会社振出の同額
の小切手を担保として受領し，被告甲に貸し渡した。

７　同年４月ころ，被告会社は，４トン車２台を増車することにし，その代金１５００万円
をディーラーローンで支払う予定としていたが，同年６月ころ，被告甲が被告丙に，
原告から借入をしたい，これまで原告に約６００万円借りている旨話し，被告丙は，
会社として原告から借入をし，これまでの分の金利分も含めて全部で２７００万円と



して，分割で返済しようと思い，その旨を書面（甲１０）に記載し，署名押印した。
　そして，同年７月初めころ，被告丙と被告甲は，原告方を訪れ，１５００万円の借
入を依頼し，上記書面（甲１０）及び被告会社の印鑑証明書（甲１２）を原告に交付
した。
　上記書面の記載は，被告丙の意図のとおりには読み取れず，「１５００万円の分
割と２４００万円の分割」に読める記載になっていたが，原告は，それまで貸した合
計額が５４０万円にすぎず，今回の１５００万円を併せても２０４０万円にしかならな
いことを把握していながら，貸金額の確認や同書面の金額の記載（例えば金利な
のか等）についても何ら尋ねることなく，記載上窺える合計額３９００万円は２０４０
万円よりかなり多いと思いながら，黙ってこれを受領した。
　そして，貸金ＧないしＩが行われた。その際は，被告丙が被告甲に同道して原告宅
を訪れた。後に被告甲が出奔するまで，原告が被告丙に会ったのはこの３回だけ
であった。

８　同年８月１０日，貸金Ｉの際，被告丙は，１５００万円につき車両を担保として提供す
る旨の書面（甲４）を原告に交付した。

９　原告は，このころまでに，被告甲個人に対し，合計３０００万円程度を貸し渡してお
り，返済が受けられるかどうか不安であった。

10　同年１２月７日ころ，原告は，被告甲から「被告会社のガソリン代等の資金が不足
しているので金を貸してほしい。」と言われ，原告所有の株券を春日井市の丁質店
に質入れし，被告甲名義で同質店から借り入れて，被告甲に金１４０万円を交付す
る形で，被告会社に対し同金員を貸し付けた（貸金Ｌの旧債権①）。
　その際，原告と被告甲は，今後原告が第三者からの借入金をもって被告会社に
貸付をする場合は第三者に対する利息も原告からの借入金とする旨約し（みなし
約定），被告甲と被告丙が連帯保証する旨約した。

11　同月１０日ころ，同様にして，原告は，原告所有の株券を津島市の戊商店に質入
れし，被告甲名義で同質店から借り入れて，被告甲に金４４０万円を交付する形
で，被告会社に対し同金員を貸し付けた（貸金Ｌの旧債権②）。

12　同年暮れころ，原告は，被告甲から借入を頼まれ一旦断ったものの，「どうしても
被告会社の資金が不足しているので，金がないなら加入している生命保険会社で
借りて，被告会社に貸してほしい。」と懇願され，そのころ，住友生命保険相互会社
から１４５万円を借り入れる手続をし，平成１１年１月４日，被告甲に金１４５万円を
交付して，被告会社に貸し付けた（貸金Ｊ）。なお，その後平成１２年４月１４日原告
が住友生命保険相互会社に利息８万３３７５円を付加して弁済したので，みなし約
定によれば，貸付金額は金１５３万３３７５円となる。

13　平成１１年１月６日，原告は，原告所有の株券を名古屋市ｓ区の己質店に質入れ
し，被告甲名義で同質店から借り入れて，被告甲に金１４０万円を交付する形で，
被告会社に対し同金員を貸し付けた（貸金Ｌの旧債権③）。

14　同月２９日，原告は，原告所有の株券を津島市の戊商店に質入れし，被告甲名
義で同質店から借り入れて，被告甲に金１８３万円を交付する形で，被告会社に対
し同金員を貸し付けた（貸金Ｌの旧債権④）。

15　同年２月上旬，被告甲は，原告に「同年４月３０日ころ県保証協会から被告会社
に融資が実行されるので，貸金Ｋ及び貸金Ｌの旧債権を返済する。」と言って，その
旨の書面（甲８の１）を原告に交付した。同書面は，原告の面前で被告甲が作成
し，被告会社名義の印鑑は被告甲が所持していた印鑑で押印し，被告丙の名前は
被告甲が記載し，押印した。

16　同月１９日，被告甲は，原告に前項同様の書面（甲８の２）を交付した。同書面は
被告甲の単独名義であった。

17　同年４月２７日，原告は，２１０万円（貸金Ｋ）を，被告会社振出の同額の小切手を
担保として受領し，被告甲に貸し渡した。

18　同年６月１日ころ，被告甲は，貸金Ｋ及び貸金Ｌの旧債権を返済することができな
かったので，原告に対し，被告丙の生命保険証券（甲１１の２）を交付し，その場で
同証券を担保に預ける旨の書面（甲１１の１）を記載して交付した。同書面は，被告
会社及び被告丙名義であったが，被告甲が被告丙の名前も記載して押印した。

19　同年８月３日，被告甲は，さらに原告に借り入れを求めた。原告と被告甲は，上記
①ないし④を，戊商店からの借入に一本化してさらに同商店から借り入れをするこ
とにした。
　被告甲がその手続をし，原告所有の株券３０通を戊商店に質入れし，被告甲名
義で同質店から借り入れて，被告甲に対する合計１２８８万円の借入金とする形



で，被告会社に対し貸し付けた（貸金Ｌ）。なお，その後同年１２月２２日から平成１
２年３月３日までに原告が戊商店に利息２０６万０４９４円を付加して弁済したので，
みなし約定によれば，貸付金額は金１４９４万０４９４円となる。

20　同年（平成１１年）９月２１日，被告甲夫婦，辛，被告丙の２人の子供が出奔し，被
告会社の金員約４８０万円がなくなっており，また，被告丙に無断で協議離婚届が
提出されていた。なお，被告会社が原告から借り入れた１５００万円（貸金Ｇないし
Ｉ）は，車両代金に支払われておらず，行方不明である。
　被告会社は，同月３０日期日の手形を決済することができず，銀行取引停止とな
り，同年１０月４日廃業に至った。

　以上の事実が認められる。
　同認定事実によれば，貸金Ｅについては平成１０年７月６日ころ被告会社及び被告
丙が追認したものと認める（なお，貸金ＡないしＤ，Ｆ，Ｋについては被告会社及び被
告丙が追認を自認している。）。
　そこで，貸金Ｊ及び貸金Ｌにつき，表見代理の成立を検討する。
　前記認定事実によれば，被告甲が原告に対し，被告会社は私と被告丙が中心で，
私は経理及び事務全般を担当している旨言っていたこと，被告甲が被告会社の印鑑
を常に所持していたこと，被告甲は原告とともに陸運事務所，税理士事務所，銀行等
へ行っていたこと，貸金ＧないしＩの際，被告丙が被告甲と同道して借入をしたことを
認めることができ，原告が被告甲に被告会社及び被告丙の代理権があるものと信じ
たことを認めることができる。
　しかしながら，原告は，昭和６２，３年ころから被告甲と知り合いで親しく，ほとんど毎
日のように会ったり電話したり，同被告の運転手代わりに用事に付き合っていたこと，
平成１０年半ばころまでに，原告は被告甲個人に３０００万円貸していたが，返済され
ず，不安に感じていたこと，したがって，貸金Ｊ及び貸金Ｌ（旧債権も）が被告甲の個人
的な借入ではないかと疑うのが相当な状況であったこと，貸金Ｊ及び貸金Ｌ（旧債権
も）は原告の生命保険や株券を担保に入れて原告あるいは被告甲が保険会社や質
店から借り入れる形式であり，契約時に原告から被告会社が借り入れる形をとること
について書面も作成されなかったこと，原告は，貸金ＧないしＩの際に被告丙に会って
いたのであり，貸金Ｊ及び貸金Ｌの際に，被告丙に対し，容易に意思確認を取ること
ができたとみられること等の事情を認めることができ，以上の事情に鑑みれば，貸金
Ｊ及び貸金Ｌ（旧債権も）につき，原告が，被告甲に，被告会社及び被告丙の代理権
があると信ずるについて正当の理由があるとするには十分でない。
　また，被告甲が被告会社の営業主任あるいは支配人に類するような名称を使用し
ていた事実は窺われず，営業に関する委任を受けた事実も認められないから，商法
４２条，４３条類推の主張も採用できない。

四　請求原因３，４について判断するに，いずれも，その前提となる貸金Ｌにつき，被告
甲の被告会社及び被告丙についての代理権あるいは表見代理の事実を認めること
ができないから，いずれも理由がない。

五　以上によれば，被告会社及び被告丙に対しては，金２２５０万円及びこれに対する
遅延損害金の限度で，請求原因は理由がある。

六　抗弁につき判断する。
　抗弁１の事実は当事者間に争いがない。
　抗弁２（和解契約）につき検討するに，証拠（乙５，原告，被告丙）によれば，次の事
実が認められる。
１　平成１１年１０月１７日ころ，原告，原告の息子，被告丙，壬（被告丙の知人）で話し

合いをした。その席で，原告側は，「１５００万円，６５０万円，株券担保の９０３万円
を返す。」ことを求め，被告丙は，「１５００万円と６５０万円について月額２０万円の
分割で支払う。」旨答えた。原告側は，「株券の９０３万円を払わないのなら２１５０
万円を一括で払ってほしい。分割なら全額払ってほしい。」と言って，物別れとなっ
た。

２　その後，原告の娘から被告丙に電話があり，２１５０万円の分割でよいから公正証
書を作ってほしい旨の依頼があり，被告丙はこれを承諾した。

３　そして，同年１１月１７日ころ，名古屋市ｙ区ｚの公証人役場で会い，公正証書を作
成しようとしたところ，原告が被告丙に対し月額３０万円払ってほしいと言ったので，
同被告は話が違うとして，退席した。

４　同月下旬ころ，原告から被告丙に電話があり，原告が「毎月３０万円ずつ払っても
らわないと，やっていけない。」と話をしたので，同被告もこれを了承し，同月末日
から月額３０万円を払うこととした。



５　その後，被告会社及び被告丙は，平成１３年１２月まで，原告に対し，月額３０万
円合計７８０万円を送金した。

　以上の事実を認めることができ，同認定を左右するに足りる証拠はない。
　同事実によれば，平成１１年１１月下旬ころ，原告と被告会社及び被告丙との間で，
以下の内容の和解が成立したと認められる。

ａ　被告会社及び被告丙は原告に対し，総額２１５０万円を，平成１１年１１月から毎
月末日限り３０万円宛て分割して支払う。

ｂ　原告は被告会社及び被告丙に対し，その余の請求を放棄する。
　なお，付言するに，同和解に至る経緯の中で，同年９月の被告丙の２００万円の支
払分については触れられなかったと認めるから，同和解の総額２１５０万円の中には
同２００万円は含まれないと解するのが相当である（したがって，再抗弁につき判断す
る必要がない。）。
　抗弁３の事実は当事者間に争いがない。
　したがって，抗弁は理由がある。

名古屋地方裁判所民事第６部

裁判官　　藤　田　　　敏


